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会の実現に向けて取り組む。このため，全ての行政手続を対象に見直しを

行い，原則として書面・押印・対面を不要とし，デジタルで完結できるよ

令和２年７月１う見直す」こととされているほか 「規制改革実施計画 （， 」

）においても 「各府省は，緊急対応として，所管する行政手７日閣議決定 ，

続等のうち，法令等又は慣行により，国民や事業者等に対して紙の書面の

作成・提出等を求めているもの，押印を求めているもの，又は対面での手

続を求めているもの（以下「見直し対象手続」という ）について，優先順。

位の高いものから順次，規制改革推進会議が提示する基準に従い，必要な

措置を講じるとともに，その周知を行う。各府省は，緊急対応を行った手

続だけでなく，原則として全ての見直し対象手続について，恒久的な制度

的対応として，年内に，規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次，

必要な検討を行い，法令，告示，通達等の改正やオンライン化を行う」と

の方針が示されている。

押印については，いわゆる「認印」の押印について，文書の真正性担保

の効果は限定的であると解されることから，国民の負担を軽減するため，

政府全体として「認印」の押印及び「認印」による記名押印と選択的に求

検討が行われめることとされている署名について，原則不要とする方向で

てきた。

そこで，筆界特定手続においても，上記政府全体の方針に基づき，見直し

を行うこととされたものである。

２ 筆界特定手続の事務の取扱い

(1) 筆界特定申請書への署名又は記名押印の廃止

改正省令により旧規則第２１１条第２項が削られ，筆界特定書面申請を

する場合に，申請人又はその代表者若しくは代理人による筆界特定申請書

（筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下同じ ）。

への署名又は記名押印が不要となり，筆界特定申請書には，必要的申請情

報である申請人又はその代表者若しくは代理人の氏名（不登法第１３１条

第３項第２号又は同条第５号及び新規則第２０７条第２項第１号若しくは

第２号）を記載すれば足りることとされた。

(2) 委任状への署名又は記名押印の見直し

筆界特定書面申請において，委任による代理人によって筆界特定の申請
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をする場合について，申請人又はその代表者が委任状に署名し，又は記名

押印しなければならないとされていたものが，記名することで足りること

とされた。復代理人によって申請する場合における代理人についても，同

様となる（新規則第２１１条第３項 。）

なお，筆界特定の申請がされた後，申請人又は関係人が代理人を選任し

（ ）た場合における当該代理人の権限を証する情報 新規則第２４３条第３項

について，これが委任状である場合も，同様に取り扱って差し支えない。

おって，委任状の記載事項からその真正性に疑義が生じた場合には，委

任状を提出した代理人から委任を受けた経緯を聞き取るほか，申請人の本

人確認情報の提供を求めることなどにより，委任状の真正性を確認する必

要があることは，従前から変わりはない。

(3) 不登法第１３１条第２項の同意を証する書面への署名又は記名押印の見

直し

地方公共団体が不登法第１３１条第２項に基づき筆界特定書面申請をす

る場合に，法務局又は地方法務局に提出しなければならない同項の同意を

した所有権登記名義人等が作成した情報を記載した書面について，当該所

有権登記名義人等が署名し，又は記名押印したものでなければならないと

されていたものが，記名したもので足りることとされた（新規則第２１１

条第４項 。）

(4) 筆界特定申請書等の訂正等を行った場合の押印の廃止

改正省令により，旧規則第２１１条第７項における第４５条第２項の準

用が廃止されるとともに，新規則第２１１条第７項が新設されたことによ

り，筆界特定申請書につき文字の訂正，加入又は削除をしたときは，その

旨及びその字数を欄外に記載し，又は訂正，加入若しくは削除をした文字

に括弧その他の記号を付して，その範囲を明らかにすれば足りることとな

り，当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分への押印は不要と

された（新規則第２１１条第７項 。）

(5) 筆界特定申請書への契印の廃止及びその代替措置

改正省令により旧規則第２１１条第７項における第４６条第１項及び第

， ，２項の準用が廃止され 筆界特定申請書が２枚以上である場合であっても

申請人又はその代表者若しくは代理人による各用紙のつづり目への契印は

不要とされた。この代替措置として，筆界特定申請書が２枚以上であると
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きは，各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な

措置を講じなければならないこととされた（新規則第２１１条第８項 。）

新規則第２１１条第８項の趣旨は，筆界特定登記官が適正かつ迅速な審

査をするとともに，作成された筆界特定申請書の一部の廃棄や追加による

不適正な筆界特定の申請を防止することにあるところ 「各用紙に当該用，

紙が何枚目であるかを記載する」場合，単に各用紙に通し番号が記載され

ているだけでは足りず，例えば，各用紙に「８枚中１枚目」や「１／８」

などと記載することにより，各用紙が総枚数分の何枚目であるのかが明ら

かにされた上で，全ての用紙が順番どおりにとじられていなければならな

い。なお，各用紙のつづり目へ契印がされているときは 「その他の必要，

な措置」が講じられているものとして取り扱って差し支えない。

(6) 災害復興法第３６条第２項及び復興特区法第７３条第２項の承諾を証す

る情報を記載した書面への署名又は記名押印の見直し

地方公共団体が災害復興法第３６条第１項又は復興特区法第７３条第１

項に基づき筆界特定書面申請をする場合に，法務局又は地方法務局に提出

しなければならない災害復興法第３６条第２項又は復興特区法第７３条第

２項の承諾をした所有権登記名義人等が作成した情報を記載した書面につ

いて，当該所有権登記名義人等が署名し，又は記名押印しなければならな

いとされていたものが，記名すれば足りることとされた（復興筆特省令第

２条第２項（第３条において準用する場合を含む 。。））

(7) その他の書面への押印について

改正省令の趣旨に鑑み，地位承継申出書（平成１７年１２月６日付け法

務省民二第２７６０号当職通達「不動産登記法等の一部を改正する法律の

施行に伴う筆界特定手続に関する事務の取扱いについて （以下「基本通」

達」という ）記の５０ ，通知先届出書（基本通達記の１３８）及び通。 ）

知を受ける者の指定書（基本通達記の１３９）についても，それぞれ基本

， ，通達別記第６号様式 第３０号様式及び第３１号様式の記載にかかわらず

書面作成者による押印がされていることを要しないものとする。

(8) 改正省令施行前にされた筆界特定の申請について

改正省令による改正前の筆界特定の申請については，新規則第２１１条

及び復興筆特省令第２条第２項（第３条において準用する場合を含む ）。

の規定にかかわらず，なお従前の例によるものとされた（改正省令附則第
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２項 。）

なお，従前の規定が適用される書面であって，署名若しくは記名押印又

は押印が必要であるにもかかわらずこれがされていないものであっても，

当該書面を提出した者から当該書面の作成経緯を聴取することなどによ

り，その真正性を確認することができた場合には，手続を進めて差し支え

ない。

(9) 改正省令施行後に押印がされた書面が提出された場合の取扱い等

新規則及び復興筆特省令において押印が不要とされた書面について，改

正省令施行後に押印がされて提出された場合であっても，申請の適法性に

影響はない（なお，筆界特定申請書が２枚以上である場合に各用紙のつづ

り目にされた契印については，(5)参照 。。）

おって 「署名」は「記名」に包含される概念であるため，記名しなけ，

ればならないとされている書面に署名がされている場合には，記名がされ

たものとして取り扱うこととなる。




